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　本書の初版の刊行から約 5年の歳月が過ぎた。すでに定番となっていた教
科書がいくつかある中，幸いにも毎年増刷を繰り返すことができた。
　大学で日々「改革」に追い立てられていると，とても短い時間だったよう
に感じられる。しかし，5年という歳月はやはり長く，本書で扱うべきさま
ざまな課題，問題，および政策環境は変化していた。
　2011年 3月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故は最
も大きな出来事であった。復興への取り組みが進められる中，現代社会はど
うあるべきかといった根源的な問いがあらためて私たちに投げかけられ，公
共政策のあり方に関する議論が展開された。政治状況についても大きな変化
が生じた。2009年 9月に国民の熱狂的支持によって誕生した民主党政権は
あっけなく崩壊し，再登場した自民党政権はかつてのような長期政権の基盤
を築こうとしている。「決められない政治」は突如として「決めすぎる政治」
へと変貌したかのようにも思える。個々の政策問題についても同様に変化が
生じた。新たな問題状況が生じたものもあれば，問題状況が深刻化したもの
もあった。派遣労働者と貧困の問題には対策も講じられてはいるものの，問
題状況は変わらず，さらに若年女性の貧困といった問題も注目されるように
なった。児童虐待の問題では相変わらず痛ましい事件が続き，「消えた子ど
もたち」といった問題も出てきた。地方衰退の問題も改善は見られず，人口
減少・限界集落，消滅可能性自治体といったように，さらに深刻な問題状況
となっている。
　公共政策学についても変化が生じた。残念ながら私たちが初版で問題提起
した「アイデンティティ・クライシス」という状況が解消されてきたとは言
い難い。しかし，多くの公共政策学関連の学術書や学術論文が公刊され，研
究成果が提示された。特に，停滞していたと思われていた分野での研究が，
ここ数年で進展してきた。また，公共政策学関連の教科書も相次いで出版さ
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れ，公共政策学への関心があらためて高まってきているようにも感じられる。
　これらの変化をふまえ，今回本書を改訂することとなった。大きな変更点
は第Ⅰ部「公共政策へのアプローチ」の章構成である。初版の第 1章「公共
政策とは何か，公共政策学とは何か」と第 2章「公共政策学の系譜」を組み
替え，加筆修正する形で第 1章「公共政策学とは何か」，第 2章「公共政策
とは何か」という構成にした。第 1章では，公共政策学という学問領域の歴
史的経緯を説明したうえで，公共政策学の構成とアプローチについて説明し
ている。第 2章では，政策問題の特性を説明したうえで，公共政策の構成要
素と類型について説明している。
　他の章については構成等の大幅な変更は行わなかったものの，記述や参考
文献を見直した。新しい学術的成果をできるだけ紹介し，参考文献も充実さ
せることに努めた。それとあわせて留意したのが，説明をより正確かつ平易
にすることであった。本書を教科書に採用してくださった先生方から有り難
いコメントを多数頂戴した。また，3人がそれぞれの担当科目で本書を使用
する中，受講生の方々からさまざまな反応をいただいた。それらの貴重なコ
メントや反応を反映させるべく，多くの箇所で加筆修正を行った。
　筆者もそれぞれ公私にわたってさまざまな変化が生じた。そのような中で
の改訂作業には困難が生じることも少し懸念された。しかし，初版の刊行か
ら担当してくださっている有斐閣書籍編集第二部の岩田拓也さんの巧みな手
綱さばきで当初の予定通りに刊行することができた。心より感謝を申し上げ
たい。

　　2015年 9月 1日

著者一同
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　公共政策学とはどのような学問であり，どのように教育されるべきか。
　「公共政策」ではなく，「公共政策論」でもなく，「公共政策学」として初
学者用テキストブックとなる本書を執筆するうえで，われわれがまず直面し
た，そして，最も厄介な問題であった。

　第二次世界大戦後にアメリカで誕生した公共政策学は，近年日本において
も社会科学の 1つの専門領域として認知されてきた。公共政策学関連の学部，
大学院，学会，学術雑誌といった基盤もようやく整備され，順調に発展しつ
つある。一見，そのように感じられている方は多いかもしれない。
　しかし，公共政策学とはどのような学問で，どのような教育が行われるべ
きかという根幹にかかわる部分に関しては，明確な定義や合意が存在してい
ない。いまだに「公共政策学とは何か」という問いを繰り返し，自分探しを
続けている状態であることは否めない。そこになんらかのコアの部分，少な
くともなんらかの方向性が見出せていればいずれ収束してくるのであろうが，
各研究者，各大学・部局によって十人十色の公共政策学が提示されているの
が実情である。
　その結果，公共政策大学院，公共政策関連学部，法学部公共政策関連学
科・コースにおいて，どのような問題が生じてくるだろうか。基幹科目にあ
るはずの公共政策学がどのような学問であるかが明確に示されなければ，学
生はアイデンティティ・クライシスに陥ってしまう。そして，公共政策学を
学びにきたはずの学生は，自分のコアを確認できないまま，所属する研究室
の教員の専門領域を勉強することになる。しかし，さまざまな専門の教員で
構成されることが多い政策関連部局の性格上，各領域の教員数は限られてい
る。その結果，学生はコアを学べなかったうえ，個別領域も体系的に学べず
に卒業・修了してしまうおそれがある。
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　この状況をどのように打破するか。コアとなる公共政策学をどのように提
示すればよいのか。われわれが参考にしたのが，公共政策学を構成する知識
に関して，アメリカの政治学者ラスウェルが提示した「過程に関する知識
（knowledge of process）」と「過程における知識（knowledge in process）」とい
う 2つの区分である。前者の「過程に関する知識」とは，公共政策がどのよ
うに決定され，実施されているかという公共政策のプロセスに関する知識で
あり，「ofの知識」と称される。一方，後者の「過程における知識」とは，
政策分析等によって政策決定に投入される知識や，公共政策そのものに関す
る知識，そして個別政策領域に関する専門知識であり，「inの知識」と称さ
れる。
　これまで公共政策学では「inの知識」に比重が置かれ，それが現在の混
沌とした状況を生み出してきた。公共政策の問題解決や実務の側面からアー
ト（技芸）が強調され，学問としての体系よりも実践にウエイトが置かれる
ようになった。また，同じく問題解決の側面から，経済分析や社会工学とい
うエンジニアリング（工学）が強調され，個別技術の深化という工学の側面
から全体像が提示できなくなった。さらには，多様な政策領域という側面か
ら過度に学際性が強調され，結果としてコアが見出せなくなってしまったの
である。
　そこで，今回本書を執筆するにあたって，われわれが重視したのが「of

の知識」である。公共政策のプロセスを観察，分析することによって得られ
る「ofの知識」は，サイエンス（科学）としての条件である「反証可能性」
が担保されるものである。また，この「ofの知識」は単に公共政策のプロ
セスを記述するものではなく，「inの知識」がどのように政策決定へとつな
がり，実施されるのかという「知識活用（knowledge utilization）」の視点をも
つことによって，「inの知識」を活用する方策を検討する手がかりになるも
のである。
　したがって，本書では公共政策がどのようにデザインされ，決定され，実
施・評価されているのかという「ofの知識」を中心に，一部，公共政策の
基本構造に関する知識やその規範的基準や合理的意思決定の手法といった
「inの知識」を加えながら論じている。
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　本書の読者としては，公共政策関連学部，法学部公共政策関連学科・コー
スの学部学生から，他の専攻から公共政策関連大学院，法学研究科修士課程
公共政策関連コースへと進学する学生を想定している。各々の履修体系は学
部・大学院ごとで異なり，またさまざまな専門領域が設置されているであろ
うが，本書は公共政策学を学ぶ際の基盤を提供するものである。
　公共政策関連学部の学生には，公共政策学がどのような特質をもっている
かということを理解し，専門課程で環境政策，福祉政策，まちづくりといっ
た個別政策・専門領域の学習を進めていくうえで，その基盤となる公共政策
およびそのプロセスの知識を本書は提供している。
　法学部の学生には，すでに学習してきた政治学や行政学の知識が，どのよ
うに公共政策プロセスの「ofの知識」を構成するのかということを習得し，
さらにプロセスのアウトプットである公共政策を理解するための知識を本書
は提供している。
　経済学部や工学部等で政策分析を行う学生には，政策分析によって提供さ
れる「inの知識」が実際にどのように公共政策のプロセスに投入され，政
策が決定され，さらに実施・評価されるのかという知識を本書は提供してい
る。
　また，公共政策関連大学院もしくは研究科に進学する学生，特にこれまで
他の専門領域を専攻していた学生には，公共政策学のアプローチの特性とそ
の基礎を理解するための知識を本書は提供している。

　本書は，4つの部と 13の章から構成されている。
　第Ⅰ部「公共政策へのアプローチ」では，公共政策に対してどのような学
問的アプローチでわれわれは向き合えばよいかということを検討している。
　第Ⅰ部は，第 1章と第 2章で構成されている。第 1章「公共政策とは何か，
公共政策学とは何か」では，公共政策の特性について政策問題の特性をふま
えたうえで考察し，さらに現在アイデンティティ・クライシスの問題を抱え
る公共政策学のアプローチについて検討している。第 2章「公共政策学の系
譜」では，ラスウェルとラーナーによるスタンフォード大学でのシンポジウ
ムの後，公共政策学がどのように展開していったかということについて，
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「inの知識」と「ofの知識」の双方から概説している。
　第Ⅱ部「公共政策のデザイン」では，政策課題として認識された政策問題
がどのように構造化され，どのような手段と規範によって公共政策がデザイ
ンされるかということについて検討している。
　第Ⅱ部は，第 3章から第 6章で構成されている。第 3章「アジェンダ設
定」では，多くの政策問題の中から政策課題がどのように選別され，アジェ
ンダ（議題）として設定されるのかということを説明している。第 4章「政
策問題の構造化」では，悪構造性という問題特性について検討したうえで，
政策問題の構造化手法の伝統的手法と近年のポスト実証主義的手法を説明し
ている。第 5章「公共政策の手段」では，政策問題に対処するための直接的
規制から誘引，啓発的手段まで，さまざまな政策手段を取り上げている。第
6章「規範的判断」では，公共政策がめざすべき多様な規範や価値について，
公共政策での役割もふまえて検討している。
　第Ⅲ部「公共政策の決定」では，公共政策がどのように決定されるのかと
いうことについて検討している。
　第Ⅲ部は，第 7章から第 10章で構成されている。第 7章「政策決定と合
理性」では，政策決定における合理性について，合理的意思決定の構造およ
び手法と同時に，その限界について述べている。第 8章「政策決定と利益」
では，政策決定でのアクター（主体）の多様性を指摘したうえで，利害調整
の方法としての政策決定の側面を取り上げている。第 9章「政策決定と制
度」では，アクターを取り巻く制度がアクターの行動と政策決定にどのよう
な影響を及ぼすのかということについて述べている。第 10章「政策決定と
アイディア」では，特定のアイディア（理念）がアクターの行動と政策決定
にどのような影響を及ぼすのかということについて述べ，さらにアイディア
から政策への経路を示す政策学習の概念を取り上げている。
　第Ⅳ部「公共政策のガバナンス」では，公共政策はどのように実施，評価
され，管理されるのかということについて検討している。
　第Ⅳ部は，第 11章から第 13章で構成されている。第 11章「公共政策の
実施」では，公共政策はどのようなアクターによって，どのように実施され
るかということについて説明している。第 12章「公共政策の評価」では，
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公共政策の評価手法について述べたうえで，その政治的側面についても取り
上げる。第 13章「公共政策管理のシステム」では，公共政策を提供するし
くみ，組織や制度のあり方について，近年のガバナンス改革の動向とあわせ
て説明している。

　著者紹介に示しているように，本書は 3名で分担して各章を執筆している。
しかし，個々に執筆を進めたわけではなく，それぞれの担当章のドラフトを
持ち寄って執筆打ち合わせを重ね，毎回意見を出し合った。形式的には分担
執筆であるが，実質的には共同執筆に近いものとして仕上げることができた。
本書の著者名の並びも五十音順にすぎない。
　原稿の執筆および検討の過程では，有斐閣書籍編集第 2部の藤田裕子さん，
岩田拓也さんから，打ち合わせの準備からドラフトへのコメントまで多大な
サポートをいただいた。打ち合わせの場で，ともすれば「公共政策学とは何
か」という議論を延々と行ってしまい，執筆が遅れがちであった著者たちを
巧みにコントロールしてくださった。
　大学をめぐる環境が年々悪化し，研究以外にもさまざまな仕事を抱える中，
今回このような大きな仕事に取り組むこととなり，家庭人としての責務が普
段以上に果たせなかったかもしれない。なんとか本書の最終形が見えてきた
今，家族がさまざまな形で支えてくれることによって研究を続けられている
ことをあらためて痛感するところである。最後にこの場をお借りして，それ
ぞれの家族に感謝の言葉を贈ることをお許しいただきたい。

　　2010年 11月 1日

著者一同
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政策問題と公共政策

 公共政策とは何か。政策は，一般的には「会
社のポリシー」や「個人のポリシー」といっ

た使われ方をするため，公共政策は公共の方針や方向性だけを示すもののよ
うに思われるかもしれない。しかし，方針にはなんらかの方策がセットにな
っているように（もしくは意識されているように），政策には方策としての具
体的手段も含まれる。このように，公共政策とは「公共的問題を解決するた
めの，解決の方向性と具体的手段」とされる。
　そして，公共的問題とは端的には社会で解決すべき問題と認識された問題
であり，それは政策問題とされる。もっとも，ある問題が公共的と認識され
るか否かは，社会状況，政治状況によって大きく異なってくる。行政学の教
科書を繙

ひもと

くまでもなく，かつては夜警国家という言葉に示されたように国家
の職能の範囲は限定的に考えられていた。しかし，産業革命を契機にした都
市化によって，公衆衛生や教育といった問題が公共的問題として認識され，
政策による対応が求められたのであった。
　この「公共的問題を解決するための，解決の方向性と具体的手段」である
公共政策に関しては，まず問題解決への意図という側面が強調される。ラス
ウェルとカプランが「目標，価値，実践について計画したプログラム」
（Lasswell and Kaplan, 1952, p. 71）と定義しているように，問題解決のために
目標が掲げられ，それを実現するという意図に焦点が当てられるのである。
　それと同時に，公共政策には問題を解決するための実際の行動という側面
も強調される。ダイが「政府によって，行動する，もしくは行動しないと決
定されたものすべて」（Dye, 2007, p. 1）と定義し，ピーターズが「政府の活
動の総体」（Peters, 2007, p. 4）と定義しているように，公共政策を実施する
主体としての政府の活動に焦点が当てられるのである。
　この実施主体に関しては，さらに近年ではいわゆるガバナンス改革として，
政府だけではなく，市場（企業），非営利組織（NPO），市民といったさまざ
まなアクター（主体）によるガバナンス（統治）の重要性が指摘され，それ

1

公共政策とは
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らのアクターによる問題解決が志向されている（第 13章参照）。老人介護と
いった問題においても，政府のみがサービスを供給するのではなく，企業や
NPOも供給主体として関与している。どのようなアクターがサービスの供
給を行うかということを決定するのは政府であるが，多くの主体が政府との
パートナーシップ（協働）という形で関与している。そして，それはまた公
共の領域を問い直すものとなっているのである。
 公共政策は多様な定義があるように，その表

現のされ方も多様である。前述のピーターズ
のように「政府の活動の総体」と定義しても，多様な表現で示される（西
尾 , 1993）。
　第 1に，公共政策の大半は法律や条例の形で示される。政策目的を達成す
るためにはさまざまなルールを定めたり，行政の権限を規定したりする必要
がある。中央政府では法律として，地方政府では条例として議会での決定を
経て定められる。例えば，環境政策に関してはその施策の策定に関する基本
指針は環境基本法で定められ，大気汚染防止のための排出基準は大気汚染防
止法で定められている。
　第 2に，予算の形でも公共政策は示される。政府の活動にともなう支出は
予算として議会で決定される。政策の具体的な手段はこの予算に反映される
ものが多い。例えば，中学校卒業までの子どもを抱える家庭の生活の安定と
児童の成長に資するという政策目的から，児童手当制度が創設されている。
この制度は児童手当制度法という法律によって規定されるが，各年度の予算
の中から具体的に所得の要件等を満たした各家庭に対し一定の金額が政府か
ら支給されているのである。
　第 3に，（行政）計画として公共政策は示される。行政は政策を実施する
際に，数年間の具体的な行動を示す形で計画を策定する。例えば，健全な食
生活を実現するために食育という政策が行われているが，具体的に行政がど
のような対策を展開していくかということについては，食育基本法に基づい
て食育推進基本計画が内閣府によって策定されているのである。
　第 4に，行政の命令といった形でも公共政策は示される。政策目的を達成
するため，担当府省の大臣や局長等の名前で地方自治体や企業等に指示が出

公共政策の多様な表現
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される。例えば，航空輸送では，安全を損ねるような企業に対しては，航空
法に基づいて国土交通大臣の名前で改善命令が出されるのである。
　第 5に，公共政策は文章の形だけでなく，政府首脳部の演説や発言といっ
た形でも示される。内閣総理大臣の施政方針演説はその代表例である。通常
国会の冒頭に内閣総理大臣が本会議場で行う演説が施政方針演説であり，そ
こでは政権の重要政策の基本方針が語られている。
 公共政策を，「社会が抱えるさまざまな政策

問題（公共的問題）を解決するための，解決
の方向性と具体的な手段」と定義すると，問題の解決につながる手段を選択
するだけであり，コンピュータ・プログラムで自動的に対応すればよいだけ
ではないのかという印象をもつかもしれない。しかし，それほど単純な話で
はない。政策問題には複雑性という特性があり，容

たやす

易く解決できないのであ
る（宮川，1994）。
　政策問題の複雑性を構成するものとして，⑴ 全体性，⑵ 相反性，⑶ 主
観性，⑷ 動態性という 4つの特性がある。
　⑴ 全体性とは，個別の政策問題は他の政策問題と相互に関連しているた
め，それらの問題との関連性をふまえたうえで，大きな 1つのシステムとし
て検討しなければならないということである。
　例えば，男女共同参画の問題を取り上げてみよう。日本では 1980年代か
ら女性の社会進出の促進が重要な政策課題として掲げられ，従来の勤労婦人
福祉法を大幅に改正する形で 85年に男女雇用機会均等法が制定され，86年
4月から施行された。この法律によって，企業は将来の幹部候補である総合
職に多くの女子学生を採用するようになり，女性の社会進出が加速するかに
思われた。しかし，雇用面での制度整備が十分になされたのに対し，保育所
等の福祉厚生面での制度整備が不十分であったため，結婚・出産を契機に退
職する女性総合職も少なくなかった（大内，1999）。
　このように，男女共同参画を推進していくうえでは雇用面での対策だけで
なく，子育てサポート等の福祉厚生面での対策も不可欠であり，1つのシス
テムとして問題の全体を認識し，対応することが求められるのである。
　⑵ 相反性とは，トレードオフという言葉でも表せるように，1つの政策

政策問題の複雑性
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問題の改善が他の問題の悪化につながる可能性が高いということである。
　相反性の典型例として挙げられるのが，経済発展と環境保全である。経済
を発展させるためには重工業化を進め，資源を投入して生産活動を活発化さ
せるが，それによって環境は破壊されてしまう。その一方で，環境保全のた
めに工場からの汚水等の排出基準を高くすれば，企業は設備投資の増加を余
儀なくされ，生産活動は停滞してしまう。近年では持続可能な開発という概
念が提示されているが，発展途上国では経済発展にともなう環境悪化が常に
懸念されている。
　すべての政策に相反性があるわけではないが，政府全体で見ると，政策間
での相反性が見られる。例えば，タバコ産業の産業振興政策を行う一方で，
国民の健康を維持するために禁煙を推進するといったように，個別政策間で
政策目標自体が相反しているものも少なくないのである。
　⑶ 主観性とは，問題にかかわる個々のアクターのそれぞれにおいて問題
と認識されるものが異なるということである。ある特定の問題状況が認識さ
れ，定義されることによって政策問題となるが，どのようにその問題状況を
解釈するかということはアクターによって異なってくる。
　例えば，若年女性の貧困問題を取り上げてみよう。10代から 20代の若年
単身女性の一部は希望する正規雇用の形態では雇用されず，生活が苦しい状
態であるとされる。このことは，NHKの番組等でも大きく取り上げられ，
番組では働く世代の単身女性の 3分の 1が年収 114万円未満であることが報
じられた（NHKクローズアップ現代「あしたが見えない――深刻化する『若年女

性』の貧困」2014年 1月 27日放送）。この問題については，第 2次安倍晋三政
権において雇用創出に重点を置いた経済政策（いわゆるアベノミクス）が機
能していないことを問題視する見方もあるだろう。その一方で，企業の社会
的責任や終身雇用を前提とした日本型経営システムの崩壊が原因であるとす
る見方もあるだろう。さらには，正規雇用されない労働者自身の問題，すな
わち自己責任とみなす人もいるかもしれない。
　このように，同一の問題状況に対しても多様な立場からの多様な見解があ
る。そのため，問題を解決するための公共政策といっても，そもそもどのよ
うな問題として定義するかは，その問題にかかわる個々の人たちによって何
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通りもの定義がありうるのである（第 3章参照）。
　⑷ 動態性とは，政策問題の構造は常に決まっているのではなく，時間と
ともにその構造や要因も変化してくるということである。ここであらためて
強調するまでもなく，政策問題は社会の問題である。社会は不変のものでは
なく，必ず変化していくものであるため，問題の様相も時間の流れとともに
大きく異なってくるのである。
　例えば，地域観光振興の問題を取り上げてみよう。かつては観光客を呼び
込むためには，企業の社員旅行といった団体客に対応できる大規模施設や，
大都市からの交通アクセスのよさが求められた。そのため，施設大型化への
設備投資や公共事業での道路整備といった対応策がとられてきた。しかし，
現在では，人気観光地となっている温泉地の例を挙げるまでもなく，大型施
設や交通アクセスよりも，その観光地の特産物や景観といったコンテンツ
（内容）が重要な要素となっている。そのため，コンテンツが貧弱なままで
交通アクセスをよくしても観光客が増えることはない。反対に，都市部への
アクセスがよくなることによって住民が流出して地域がさびれ，観光客の足
が遠のく可能性もあるのである。
　このように，政策問題の構造や要因は時代とともに変化するのであり，か
つての対応策（政策）が現代では通用しないばかりか，場合によっては逆効
果となるものも少なくないのである。
 これらの政策問題の特性から，政策問題の構

造は非常に複雑になり，さらに悪構造（ill-

structured）という性質を招くことになる（第 4章参照）。
　しかし，政策問題が厄介なのは，その構造の問題だけでは終わらないとい
うことである。政策問題について丹念に分析し，その問題を構成する要因を
探索し，それらの関連性を把握し，問題への対策案を開発したとしても，決
定という段階にさらなる困難が待ち構えている。政策にかかわるアクターは
非常に多様である。
　まず，政策にかかわるアクターとして想定されるのは官僚（行政）であろ
う。中央では府省組織の担当部局が，地方政府では都道府県庁・市役所・町
村役場の担当部局が，特定の政策領域での問題を取り扱う。そこでは，問題

多様なアクターの関与
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の発見から，解決案となる政策案の作成までが行われる。さらに，その政策
の実施についても官僚（行政）によって行われるのである。
　同様に，（住民の代表である）政治家もアクターとして想定されるであろう。
議会では当該の政策領域に関する委員会が設置され，委員会所属議員によっ
て政策問題が審議される。また，自民党政務調査会部会のように，政党内部
においても当該政策について審議する組織が編成されている。そこでは，政
策原案について担当部局から説明が行われ，部会所属議員から出た意見によ
って原案が修正されることもある。
　政策にかかわるのは官僚や政治家といった権限を有するアクターだけでは
ない。それ以外のアクターとして，利益集団がまず挙げられる。第 8章で詳
述するように，特定の利益を共有するアクターによって組織される利益集団
には，業界団体や労働組合といったものから公益団体といったものまである。
利益集団は官僚や政治家に働きかけることによって，また広く世間に訴える
ことによって，政策に自分たちの利益が反映されるようにするのである。
　同様に，政策への影響力を持つアクターとしてメディアが挙げられる。第
3章で詳述するように，メディアの報道によって政策問題が発見され，政策
案が検討されることは多々ある。また，メディアの報道の仕方が世論を左右
することも指摘されている（蒲島・竹下・芹川，2010）。メディアは，政策決
定に一定の影響力を保持しているのである。
　専門家といったアクターも政策にかかわってくる。官僚（行政）が政策原
案を作成する際，専門家の意見を聞く場として審議会等が設置され，特定の
専門家の意見が政策内容を左右することもある。また，専門家自身が特定の
政策理念をもとに政策の実現を図ることもある。
　専門家と同様の役割を果たすアクターとしてシンクタンクがある。日本の
シンクタンクは省庁からの委託研究・委託調査という形で特定の政策課題に
関する研究・調査を行っており，それをもとに政策の原案が作成されること
もある。日本では少ないものの，アメリカではシンクタンクが独自の資金を
もとに政策課題に関する研究・調査を行っている。また，アメリカでは政府
高官の政治任用が行われるため，シンクタンクから省庁に転属することも珍
しくない。「第五の権力」（横江，2008）とも称されるように，アメリカでは
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